
*協会けんぽ加入者様へ

特定保健指導のご案内
　健康診断とあわせて、保健指導（無料）を受けましょう！！

改善のためのプログラムを策定し、実行に移せるようサポートする制度です。

当院では平成２３年度より協会けんぽの指定を受け特定保健指導を実施することが出来るようになりました。

協会けんぽ加入の４０歳以上の方で健康診断の結果、特定健診（メタボ）項目が保健指導の対象者に該当

する方です、希望者は事業所の担当者を通じ申し込みをしていただき予約の上受診していただきます。

（メタボリックシンドロームの予防・改善を目的とした特定保健指導です）

　　従業員の皆様の健康づくりのため、健康診断とあわせてぜひ特定保健指導もご利用下さい。

▼特定保健指導の対象となる方　（４０歳以上７５歳未満の方）

　１.内臓脂肪型肥満（腹囲とＢＭＩで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します）

　特定保健指導

　特定保健指導とは、健康診断の結果に基づいて下記の基準に該当する方を対象に、医師、保健

師または管理栄養士が個別面接などをおこない、個人のライフスタイルを尊重しながら生活習慣

④喫煙歴：①～③のリスクが１つでもある場合にリスクとして追加

●上記１について「B」に該当し、

　　　　　　　上記２の追加リスクが１～２つ

●上記１について「A」に該当し、

Ａ　腹囲

　　男性：８５ｃｍ以上

　　女性：９０ｃｍ以上

Ｂ　ＢＭＩ

　　「Ａ」には該当しないが、

　　　ＢＭＩが２５以上

　　　　　　　上記２の追加リスクが２つ以上

●上記１について「A」に該当し、

　　　　　　　上記２の追加リスクが１つ

　もしくは、

　　　　　　　　　　　　手紙、FAXで継続サポート

　２.追加リスク（血糖・脂質・血圧・喫煙）

①血　糖：空腹時血糖値１００ｍｇ/dl以上 または HbA1c ５.２以上

②脂　質：中性脂肪１５０ｍｇ/dl以上 または HDLコレステロール４０ｍｇ/dl未満

③血　圧：収縮期血圧130ｍｍHg以上 または 拡張期血圧８５ｍｍHｇ以上

【　上記１及び２のリスクを踏まえて特定保健指導のタイプが決定します　】

動機付け支援

【初回】個別支援《２０分程度の個別面接》

「または、グループ支援（1回８０分程度、8名以下の開催）」　　

【６ヵ月後】生活習慣改善状況などを伺います

　　　　　「電話・メール・手紙・FAX」

　もしくは、

●上記１について「B」に該当し、

　　　　　　　上記２の追加リスクが３つ以上

積極的支援

【初回】個別支援《２０分程度の個別面接》

【６ヵ月後】生活習慣改善状況などを伺います

　　　　　「電話・メール・手紙・FAX」

「または、グループ支援（1回８０分程度、8名以下の開催）」　　

【３ヶ月以上の継続支援】個別に面談、電話、メール
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□健診実施当日

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

□健診実施当日

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

特定保健指導申込書
　事　業　所　名

□健診実施当日

　連　　絡　　先 担当者名

□健診実施当日
健康保険証の番号 氏　　　　　名

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

　健康保険証の記号 健康保険証の保険者番号

　　以下の者は、健康診断の結果、特定保健指導の対象者と判定された場合、特定保健指導を

　受けることを希望します。

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

□健診実施当日

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

□健診実施当日

□健診受診後、後日（当院へ来院して）
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□健診実施当日

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

□健診実施当日

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

□健診実施当日
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□健診実施当日

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

□健診実施当日

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

□健診実施当日

□健診受診後、後日（当院へ来院して）

　　　　特定医療法人 渡辺医学会

　　　　桜橋渡辺病院附属駅前第三ビル診療所

　　　　　　TEL０６（６３４８）０４１１　　FAX０６（６３４８）０４１９

　健診受診後、後日（当院へ来院して）初回面接を希望する方につきましては、事業主様を通じて

日程調整をさせていただきます。その際、事業主様へ特定保健指導対象者の氏名をお知らせする事と

なります。後日、初回面接を希望する方には、別紙の申出書を配付していただき、事業主様へ

氏名をお知らせする事について同意できない方がいる場合には、その方の申出書をご提出ください。


